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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の反応器端部に反応混合物の供給手段（１）および反対側の反応器端部に排出手段
（２）を有し、反応器の内部に配置される、反応熱を排出するための熱交換器プレート（
８）を有し、この熱交換器プレートを熱交換媒体が流動する反応器中で、触媒の存在で、
Ｃ３－またはＣ４－前駆物質から（メタ）アクロレインおよび／または（メタ）アクリル
酸を生じる連続的気相酸化法において、圧力下の蒸発冷却により反応熱を排出することを
特徴とする、連続的気相酸化法。
【請求項２】
　反応混合物および熱交換媒体の並流を有する請求項１記載の方法。
【請求項３】
　くさび形の形状の熱交換器プレート（８）を有し、熱交換媒体が流動するプレート内部
が反応混合物の流動方向に連続的に減少する請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　熱交換器プレート（８）が互いに完全にまたは部分的に長手方向に溶接されたまたはス
ポット溶接された金属シートから形成される請求項１から３までのいずれか１項記載の方
法。
【請求項５】
　同じ反応器の内部に充填されて、互いに平行に配向された平坦な長方形の金属シートが
導入されており、その際それぞれの金属シートで、それぞれ２つの向かい合う辺は同じ方
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向に直角に折り曲げられており、それぞれこれに続く金属シートの、互いに向かい合う他
の２つの辺は、それぞれ直方体形の空間が形成されるように、同じ方向に、同じ間隔だけ
直角に折り曲げられており、その際それぞれ隣接する空間を反応混合物もしくは熱交換媒
体が交差方向に流動する請求項１または２記載の方法。
【請求項６】
　熱交換器プレート（８）が互いに平行に配置されている請求項１から４までのいずれか
１項記載の方法。
【請求項７】
　熱交換器プレートの反応混合物に向う面が完全にまたは部分的に触媒被覆されている請
求項１から６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　分離した熱交換媒体循環を有する、反応混合物流の方向に配置された２個以上の反応帯
域を有する請求項１から７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　熱交換器プレート（８）が合体して２個以上のモジュールを形成している請求項１から
８までのいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、（メタ）アクロレインおよび／または（メタ）アクリル酸を生じる連続的気相
酸化法に関する。（メタ）アクロレインは以下にアクロレインまたはメタクロレインを表
し、同様に（メタ）アクリル酸はアクリル酸またはメタクリル酸の物質を表す。
【０００２】
（メタ）アクロレインおよび（メタ）アクリル酸は重要な基礎化学物質である。
【０００３】
（メタ）アクロレインおよび／または（メタ）アクリル酸を生じる気相酸化の公知の大量
生産の方法（例えばドイツ特許出願公開第１９６２４３１号）は、一般に管底面の間に溶
接された現在２８０００までの多くの数の反応管を有する管束反応器で実施される。この
場合に有利には２００～４５０℃の温度および必要な場合は過圧を使用する。反応管を不
均一の酸化触媒で充填し、反応混合物が前記管を流動する。反応熱を取り出す、熱交換媒
体、一般に塩溶融物、しばしば硝酸カリウム、亜硝酸ナトリウムおよび硝酸ナトリウムの
混合物が反応器の内部の、反応管の間を流動する。
【０００４】
これらの塩溶融物は約２００～４８０℃の温度で、圧力をかけずに、静水圧プレス下に、
主に熱を取り出す伝熱媒体として使用することができる。この塩を反応器入口および反応
器出口の間で一般に平均して約２℃だけ加熱する。約２０～６０バールの圧力で水蒸気を
発生することにより、塩を二次冷却循環で供給温度に再冷却する。管の周囲の塩の十分に
高い流動速度により良好な熱伝達係数を達成するために、反応器中の塩を管に対して横流
で方向転換を繰り返して、かつ反応ガスに対して向流で通過する。結果として反応器の塩
溶融物に７℃までの半径方向の温度差が存在する。
【０００５】
反応器の温度の調節は塩導入温度により行われ、この温度は全部の酸化を避けるために、
反応器の最も高い温度の場所、ホットスポットで所望の標準的な反応が最も好ましく行わ
れるほど十分に低く選択しなければならない。
【０００６】
従ってこの種の反応器は、熱交換媒体の放射状の流れにより反応器横断面で等温線を達成
することができず、内部に配置された反応管と外部に配置された反応管との間の塩溶融物
の半径方向の温度差が常に生じるという欠点を有する。これは特にホットスポット領域で
、反応器を全体として稼働することができる最高温度を制限することが必要であり、この
ために熱交換媒体の多くの量の流れが必要であるという結果を伴って、不利であることが
わかる。
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【０００７】
他の欠点は、管束反応器の直径が管底面の寸法および質量により技術的な上限を有するこ
とである。従って装置の容量は反応器の長さを拡大することによってのみ増加することが
できる。しかし反応器の管中の触媒床の高さが増加すると、圧力損失が増加し、選択率に
対する好ましくない作用を伴う。
【０００８】
管束反応器での公知方法はきわめて高い変換率の場合に温度の不均一性により選択率が著
しく低下するという他の欠点を有する。これに対して全体として高い収率を達成するため
に、すべての反応管を一様に変換率および選択率の値を最適にして稼働することが要求さ
れる。
【０００９】
触媒への副生成物の沈殿により、外部に存在する管は運転の経過中に大きな圧力損失を有
する。これにより管のばらばらの流動が生じ、これは外部の管の低い変換率を生じる。こ
の外部に存在する管での変換率の損失の他に更に内部に存在する管の高い流動を生じ、従
って圧力の損失が増加し、収率が低下する。沈殿が管の先端に存在する場合でも、管全体
の長さでの触媒床の反応率は損なわれる。
【００１０】
ドイツ特許第１９７５４１８５号は例としてシリンダー状の反応器容器を有する反応器を
記載し、その際反応器容器中に熱金属シートとして形成される熱交換器プレートが垂直に
配向して反応器の穿孔した底部に並行に互いに決められた間隔で配置される。このプレー
トを冷却媒体が貫流し、冷却媒体は容器の頭部の部分で適当な装置を介して熱交換器プレ
ートに供給され、容器底部の部分で適当な装置を介して熱交換器プレートから排出される
。熱交換器プレートの間に冷却媒体に向流でガス状の反応媒体が導入され、容器の底部の
部分に供給され、容器の頭部の部分で排出される。しかしこの刊行物はこの反応器を（メ
タ）アクロレインおよび／または（メタ）アクリル酸を生じる接触気相酸化に、特にそれ
ぞれの主要生成物を生じる反応の選択率を、管束反応器中で実施する反応に比べて改良す
るために特に有利に使用できることは示されていない。
【００１１】
ドイツ特許出願公開第１９７１９３７５号は、熱交換器プレートの間の反応帯域に触媒が
配置され、ガス状反応混合物が触媒を流動する、ガス状反応混合物反応器中のエチレンと
酸素の気相接触酸化によりエチレンオキシドを製造する方法を記載する。エチレンオキシ
ドを生じる接触気相酸化において触媒単位容積当たりかなり少ない量の熱が発生する。
【００１２】
本発明の課題は、特に熱交換媒体の費用に関して高い費用の有効性を有し、きわめて高い
変換率および大きな容量を有する装置で改良された選択率を有する（メタ）アクロレイン
および／または（メタ）アクリル酸の製造方法を提供することである。
【００１３】
前記課題は、一方の反応器端部に反応混合物の供給手段および反対の反応器端部に排出手
段および反応器の内部に配置された反応熱を排出する装置を有し、この装置を熱交換媒体
が流動する反応器中で、触媒の存在で、Ｃ３－またはＣ４－前駆物質から（メタ）アクロ
レインおよび／または（メタ）アクリル酸を生じる連続的気相酸化法により解決される。
【００１４】
前記方法において反応熱を排出する装置は熱交換器プレートである。
【００１５】
意想外にも、エチレンオキシド製造に比較して触媒単位容積当たりの実質的に高い熱の発
生およびエチレンオキシドの製造ではあまり重要でない考慮すべきホットスポットの問題
にもかかわらず、（メタ）アクロレインおよび（メタ）アクリル酸を生じる接触気相酸化
を熱交換器プレートの間の反応空間で実施することができ、従って触媒床が反応器横断面
に平面的に広がり、それにもかかわらず反応が調節可能であることが判明した。これによ
り（メタ）アクロレインおよび／または（メタ）アクリル酸の形成に関する選択率の予想
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されない増加が達成された。
【００１６】
原則的にすべての適当なＣ３－またはＣ４－出発物質、特にＣ３－またはＣ４－アルカン
、Ｃ３－またはＣ４－アルケン、Ｃ３－またはＣ４－アルカノールおよび／またはＣ３－
またはＣ４－アルカナールおよび／またはこれらの中間生成物、特に有利にはプロペン、
アクロレイン、ｔ－ブタノール、イソブテン、イソブタン、イソブチルアルデヒド、メタ
クロレイン、イソ酪酸またはメチルｔ－ブチルエーテルを出発化合物として製造すること
ができる。更に気相酸化中に本来のＣ３／Ｃ４出発化合物が中間生成物としてのみ形成さ
れる前記化合物のすべての中間生成物を使用することができる。メタクリル酸を製造する
ための例はメチルｔ－ブチルエーテルまたはイソ酪酸である。
【００１７】
プロペンおよび／またはアクロレインから分子状酸素を使用してアクリル酸を生じる接触
気相反応が特に有利である。
【００１８】
この場合に２００～４５０℃の温度および必要な場合は過圧を有利に使用する。有利に使
用される不均一触媒は、第１段階（プロペンからアクロレインへの酸化）でモリブデン、
ビスマスおよび鉄の酸化物を基礎とする酸化物多成分触媒および第２段階（アクロレイン
からアクリル酸への酸化）でモリブデンおよびバナジウムの酸化物を基礎とする酸化物多
成分触媒である。出発物質としてプロパンを使用する場合は、米国特許第５５１０５５８
号に記載されるような接触酸化脱水素により、中華人民共和国特許第１１０５３５２号に
記載されるような均一酸化脱水素により、または欧州特許第０２５３４０９号に記載され
るような接触脱水素によりプロパンをプロペン／プロパン混合物に変換することができる
。プロペン／プロパン混合物を使用する場合はプロパンは希ガスとして作用する。適当な
プロペン／プロパン混合物は精製プロペン（プロパン７０％およびプロパン３０％）また
は分解プロペン（プロペン９５％およびプロパン５％）である。原則的に前記の混合物の
ようなプロペン／プロパン混合物は酸素または空気または任意の組成の酸素と窒素の混合
物を用いて酸化し、アクロレインおよびアクリル酸を生じることができる。
【００１９】
接触気相酸化は純粋なアクリル酸でなく、アクリル酸のほかに二次成分として実質的に未
反応のアクロレインおよび／またはプロペン、水蒸気、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素、
プロパン、酸素、酢酸、プロピオン酸、ホルムアルデヒド、他のアルデヒドおよび無水マ
レイン酸を含有することができるガス状混合物を生じる。反応生成物混合物は、反応混合
物の全量に対して、一般にアクリル酸１～３０質量％、プロペン０.０５～１質量％およ
びアクロレイン０.０５～１質量％、酸素０.０５～１０質量％、酢酸０.０５～２質量％
、プロピオン酸０.０１～２質量％、ホルムアルデヒド０.０５～１質量％、アルデヒド０
.０５～２質量％、無水マレイン酸０.０１～０.５質量％、および不活性の希ガス２０～
９８質量％、有利には５０～９８質量％を含有する。特に希ガス１００質量％に対して飽
和Ｃ１～Ｃ６－炭化水素、例えばメタンおよび／またはプロパン０～９０質量％、および
水蒸気１～３０質量％、炭素の酸化物０.０５～１５質量％および窒素０～９０質量％が
不活性の希ガスとして存在する。
【００２０】
メタクリル酸はアクリル酸と同様に分子状酸素を使用するＣ４出発化合物の接触気相反応
により製造することができる。例えばイソブテン、イソブタン、ｔ－ブタノール、イソブ
チルアルデヒド、メタクロレインまたはメチルｔ－ブチルエーテルの接触気相酸化により
特に有利にメタクリル酸が得られる。使用される触媒は同様に遷移金属混合酸化物触媒（
例えばＭｏ、Ｖ、Ｗおよび／またはＦｅ）である。特に適した方法は、メタクロレインか
ら出発してメタクリル酸を製造する方法であり、特にｔ－ブタノール、イソブタンまたは
イソブテンの気相接触酸化により、または欧州特許第００９２０９７号によりホルムアル
デヒドとプロピオンアルデヒドの反応によりメタクロレインを製造する場合である。従っ
てメタクリル酸を２段階で、（１）プロピオンアルデヒドとホルムアルデヒドを触媒とし
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て第二級アミンの存在で縮合し、メタクロレインを形成し、（２）メタクロレインを引き
続き酸化してメタクリル酸を形成することにより製造することが可能である。
【００２１】
アクリル酸を製造する場合と同様に、得られるメタクリル酸は純粋なメタクリル酸でなく
、メタクリル酸のほかに二次成分として実質的に未反応のメタクロレインおよび／または
水蒸気、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素、酸素、酢酸、プロピオン酸、他のアルデヒドお
よび無水マレイン酸を含有することができるガス状混合物である。本発明の方法は、特に
反応混合物が全部の反応混合物に対してメタクロレイン０.０２～２質量％およびそのほ
かは実質的にアクリル酸の製造と同じ相当する成分を含有する場合に使用される。
【００２２】
反応器の形状は原則的に制限されない。通常のシリンダー状反応器を使用することができ
るが、平行管ブロックの反応器を使用することもできる。
【００２３】
反応器の配向に関しても制限されない。反応器は原則的に任意の位置に配向することがで
きるが、特にシリンダー状反応器の場合は垂直の配向が一般に有利である。
【００２４】
本発明により、熱交換器プレートを備えた反応器を、（メタ）アクロレインおよび／また
は（メタ）アクリル酸を生じる連続的気相酸化法に使用する。
【００２５】
熱交換器プレートは供給ラインおよび排出ラインを備えた内部を有し、面積に対して少な
い厚さを有する、大部分が平らな形状物である。熱交換器プレートは一般に金属シートか
ら、しばしばスチールシートから製造する。しかしながら適用に依存して、特に反応媒体
および熱交換媒体の特性に依存して特別の、特に耐腐食性の材料を使用することができる
。熱交換媒体の供給手段または排出手段は一般に熱交換器プレートの反対側の端部に配置
される。多くの熱を発生して反応を実施するための熱交換器プレートを有する反応器の場
合は、前記反応は発熱反応および吸熱反応であることが可能である。
【００２６】
本発明の方法に使用することができる熱交換媒体に関して基本的な制限はない。接触気相
酸化の反応温度で液体の凝集状態であるかまたは部分的または完全に蒸発する無機および
有機の液体の熱交換媒体を使用することができる。例えば熱交換媒体として熱媒油または
塩溶融物を使用することが可能であるが、この情報は使用できる熱交換媒体の選択を制限
しない。
【００２７】
この場合に、接触気相酸化の反応温度で少なくとも部分的に蒸発する熱交換媒体を使用す
ることが特に有利である。このために水が特に有利である。蒸発冷却を利用することによ
り、この場合に有効な熱の排出が保証され、凝集状態が変化しない熱交換媒体を使用する
場合に比べて同じ量の熱を排出するために、必要な量の実質的な節約が達成される。
【００２８】
熱交換器プレートの周囲の床に触媒が配置される場合は、局所的狭窄部分の場合に、反応
ガスが狭窄部分を通過後、２つの熱交換器プレートの間の全部の触媒横断面に反応ガスを
再び分配し、全部の反応横断面が変換に貢献できる場合が有利である。
【００２９】
蒸発冷却は並流法および向流法により行うことができる。下からの流れで並流で運転する
間に、反応管の端部に対して熱の排出が少なく、高い温度水準の結果として全部の収率が
増加するように、沸騰する液体の位置を付加的に調節することが可能である。
【００３０】
蒸発冷却において、温度に依存して冷却媒体の側で、装置の冷却媒体側の相当する耐圧構
造が必要とする所定の蒸気圧を設定する（水の場合に約２０～１２０バールの範囲の値）
。
【００３１】
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本発明により、反応混合物を一方の反応器端部で、反応器の内部に、熱交換器プレートの
間に供給し、反対側の反応器端部で排出する。反応混合物は反応器を、熱交換器プレート
の間の中間空間を流動する。従って反応混合物の連続的な横方向の混合が行われ、高い均
一性が生じる。所定の変換のために、例えば管束反応器の反応管で反応を実施する場合の
ように、横方向の混合を保証しない方法と比べて実質的により良好な選択率を達成するこ
とができる。
【００３２】
原則的に反応器中の熱交換器プレートの配置に関する制限はない。熱交換器プレートは、
例えばらせん形に、同心状にまたは放射状に反応器に配置することができる。
【００３３】
反応器を通過する熱交換媒体および反応混合物の並流が特に有利である。これは反応の初
期の段階でホットスポットを有する反応の温度特性への良好な適応を保証する。
【００３４】
特に有利に使用される熱交換器プレートはくさび形であり、すなわち熱交換媒体が流動す
るプレートの内部が有利には反応混合物の流動方向に連続的に減少する熱交換器プレート
である。これらのくさび形の熱交換器プレートは、例えば２つの金属シートを互いに重ね
合わせて配置し、間隔を増加して溶接することにより製造することができる。引き続きこ
れらのプレートをわずかに傾斜したインフレーション成形装置中で固く締め付け、予め決
定した間隔に成形する。
【００３５】
くさび形の熱交換器プレートを使用して反応の温度特性への適合を最適にすることができ
る。
【００３６】
ほかの有利な実施態様において、熱交換器プレートを長手方向に完全にまたは部分的に溶
接することができる。このためにそれぞれ２つの金属シートを互いに重ね合わせて配置し
、長手方向の継ぎ目にローラーシーム溶接により溶接し、適当なインフレーション成形装
置を使用して成形する。
【００３７】
　　他の実施態様により、同じ反応器の内部に実質的に完全に充填されて、互いに平行に
配向された平坦な長方形の金属シートが導入されており、それぞれ２つの金属シートで、
それぞれ２つの向かい合う辺は同じ方向に直角に折り曲げられており、それぞれこれに続
く金属シートの、互いに向かい合う他の２つの辺は、それぞれ直方体形の空間が形成され
るように、同じ方向に、同じ間隔だけ直角に折り曲げられており、その際それぞれ隣接す
る空間を反応混合物もしくは熱交換媒体が交差方向に流動する。
【００３８】
他の実施態様により、熱交換器プレートを反応器の長手方向に互いに平行に配置する。
【００３９】
触媒を触媒成形体の形で熱交換器プレートの間の中間の空間に導入することができる。触
媒床の導入および交換は管束反応器の反応管に充填する場合に比べて容易であり、均一で
ある。大きな結合した反応空間が形成され、触媒床の閉塞の危険が少ない。これは均一な
変換を生じ、従って高い選択率を生じる。
【００４０】
しかし触媒床び付加的にまたはその代わりに熱交換器プレートの反応混合物が流動する外
部に触媒を被覆することも可能である。熱交換器プレートの実質的に平らな形により、熱
交換器プレートは反応管と比べてより容易に被覆することができる。
【００４１】
他の有利な実施態様により、熱交換媒体の別々の循環を有する２個以上の反応帯域を反応
混合物の流動方向に配置することができる。この方法の変形は、第１処理工程で熱交換器
プレートの第１スタックを介して反応熱を排出し、熱交換器プレートの第２スタックを介
して中間冷却し、最後に第２酸化段階で、熱交換器プレートの第３スタックを介してアク
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リル酸を生じ、熱を排出する、Ｃ３出発物質からアクロレインへの２段階の酸化に特に適
している。しかし熱交換器プレートの２つのスタックのみを有する１つの装置でアクリル
酸を生じる、２段階の酸化を実施し、中間の冷却を省くことも可能である。
【００４２】
従って本発明の方法は、外部触媒床を有する冷却表面を使用することにより冷却媒体を反
応ガスに対して並流でまたは向流で供給することができるという利点を有する。従って全
部の反応器の個々の反応器横断面で均一な温度の分配が達成され、ホットスポット温度が
全反応器横断面にわたり同じであり、改良された収率を生じる。
【００４３】
並流法による冷却を有するこの方法の変形は、ホットスポットに達する際の冷却媒体の温
度がなお低く、冷却がきわめて有効であり、その結果搬送により循環する冷却剤の量をか
なり減少できるので、特に有利である。
【００４４】
冷却媒体として沸騰する液体、特に水を使用する他の方法の変形は、熱の排出がかなり改
良され、水の使用により付加的な二次的冷却媒体が必要でないという付加的な利点を有す
る。
【００４５】
　熱交換器プレートは有利には合体して２つ以上のモジュールとすることができる。この
モジュールは反応器横断面がきわめて均一に充填されるように配置すべきである。このモ
ジュールは異なる幾何学的形状であってもよいが、有利には互いに同じ幾何学的形状であ
り、有利にはくさび形の形状である。製造の理由から個々の熱交換器プレートの最大の利
用可能な幅が制限されるので、大きな反応器にとってモジュールの構成が特に有利である
。この制限は複数のプレートモジュールを形成することにより克服することができる。他
の利点は、プレートモジュールが個々に交換可能であり、個々のモジュールの意図的な触
媒の交換が可能であることである。
【００４６】
本発明の解決手段は特に有利には（メタ）アクロレインおよび／または（メタ）アクリル
酸を生じる連続的気相酸化法での高い負荷の運転を可能にする。本発明により熱交換器プ
レートに流動する熱交換媒体により反応熱を排出する。熱交換器プレートは互いにかなり
接近して配置することができる。約１０～３０ｍｍ、有利には１５～２０ｍｍの範囲にプ
レート間隔を減少すると、反応媒体を良好に冷却することができ、熱の排出が改良され、
ホットスポットが低下し、処理量、従って反応器の負荷量を従来の管束反応器に比べて増
加することができる。
【００４７】
本発明を図面により詳細に説明する。
【００４８】
図面において、同じかまたは相当する部材は同じ参照符号で示す。
【００４９】
図１は本発明の方法を実施するために特に適した反応器の特に有利な実施態様の縦断面図
である。
【００５０】
図１Ａは図１の反応器の横断面図である。
【００５１】
図１Ｂは図１の反応器の熱交換器プレートの縦断面図である。
【００５２】
図１Ｃは図１Ｂの熱交換器プレートの溶接点の有利な配置を示す。
【００５３】
図２は本発明の方法を実施するために特に適した、反応混合物と熱交換媒体の並流を有す
る反応器の縦断面図である。
【００５４】
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図３は本発明の方法を実施するために特に適した、反応混合物と熱交換媒体の向流を有す
る反応器の他の有利な実施態様の縦断面図である。
【００５５】
図４Ａは反応器プレートの構成を説明するための、図４に示された反応器の拡大した断面
図である。
【００５６】
図４Ｂは図４に示された反応器の横断面図である。
【００５７】
図５は例として３つの反応帯域を有する反応器の縦断面図である。
【００５８】
図６Ａは熱交換器プレートの５つのモジュールを有する反応器の横断面図である。
【００５９】
図６Ｂは図６Ａの横断面図に示された反応器の縦断面図である。
【００６０】
図１の縦断面図に示される反応器は上方部分に反応混合物の供給手段１および反応器の下
方部分に反応混合物の排出手段２を有するシリンダーの形状を有する。有利にはガス状の
反応混合物は５で示される。特に有利にはくさび形の形状を有する熱交換器プレート８が
反応器の内部に、その長手方向に配置されている。熱交換媒体が反応器プレートを流動し
、供給手段３および分配器ライン６を介して導入し、収集ライン７および排出ライン４を
介して排出する。図１Ａの横断面図は熱交換器プレート８の実質的に平行な配置を示す。
【００６１】
図１Ｂおよび１Ｃは熱交換器プレート８の有利なくさび形の形状および互いにスポット溶
接された金属シートによるその形状を明らかに示す。
【００６２】
図２は例として反応混合物および熱交換媒体の並流を有する反応器の縦断面図を示す。図
２は熱交換器プレート８において、熱交換媒体の液体の高さが特定の高さ、すなわちこれ
より高い場合に熱交換媒体が蒸発する高さにまでのみ達することを明らかに示す。従って
蒸発冷却により熱の排出が行われる。
【００６３】
図３は例として反応混合物および熱交換媒体の向流を示す。
【００６４】
図４は平行管ブロックの反応器の縦断面図を示す。熱交換器プレート（８）の形状が図４
Ａに示される断面図に拡大されて明らかに示される。図４Ｂは図４に示される平行管ブロ
ックの反応器の横断面図を示す。
【００６５】
図５に縦断面図で示される反応器は例として３つの反応帯域を有し、それぞれが熱交換媒
体の別々の循環を有する。
【００６６】
　　図６Ａに横断面図でおよび図６Ｂに縦断面図で示される反応器は例として５個の群の
熱交換器プレート８を有し、該プレートは合体してモジュール９を形成している。図６Ａ
の図は横断面が実質的に均一に熱交換器プレートで充填されていることを示す。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の方法を実施するために特に適した反応器の特に有利な実施態様の縦断面
図である。
【図１Ａ】図１の反応器の横断面図である。
【図１Ｂ】図１の反応器の熱交換器プレートの縦断面図である。
【図１Ｃ】図１Ｂの熱交換器プレートの溶接点の有利な配置を示す図である。
【図２】本発明の方法を実施するために特に適した、反応混合物と熱交換媒体の並流を有
する反応器の縦断面図である。
【図３】本発明の方法を実施するために特に適した、反応混合物と熱交換媒体の向流を有



(9) JP 4681183 B2 2011.5.11

10

する反応器の他の有利な実施態様の縦断面図である。
【図４】本発明の方法を実施するための平行管ブロックの反応器の縦断面図を示す。
【図４Ａ】反応器プレートの構成を説明するための、図４に示された反応器の拡大した断
面図である。
【図４Ｂ】図４に示された反応器の横断面図である。
【図５】例として３つの反応帯域を有する反応器の縦断面図である。
【図６Ａ】熱交換器プレートの５つのモジュールを有する反応器の横断面図である。
【図６Ｂ】図６Ａの横断面図に示された反応器の縦断面図である。
【符号の説明】
１　供給手段、　２　排出手段、　８　反応熱を排出する装置

【図１Ａ】

【図１】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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